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※　日本銀行はインターネットによる情報提供を行っており、日本銀行
　作成の最新の論文や金融・経済データのほか、日本銀行の概要などを
　ご覧頂けます。
　・ホームページアドレス　http://www.boj.or.jp/
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1平成25年1月　第762号

　1．議決事項

（１）金融政策決定会合関係

◆･金融市場調節方針の決定および「「物価安定の目標」と「期限
を定めない資産買入れ方式」の導入について」の公表に関する
件（1月21・22日）

　本委員会は、平成25年1月21・22日の金融政策決定会合において、次回金融政

策決定会合までの金融市場調節方針を下記のとおりとすること、および「物価

安定の目標」と「期限を定めない資産買入れ方式」の導入について別紙のとお

り公表することを決定した。

記

　無担保コールレート（オーバーナイト物）を、0〜0.1％程度で

推移するよう促す。
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◆･「金融政策運営の枠組みのもとでの「物価安定の目標」につい
て」に関する件（1月21・22日)

　本委員会は、平成25年1月21・22日の金融政策決定会合において、金融政策運

営の枠組みのもとでの「物価安定の目標」について別紙のとおり決定し、公表

することを決定した。
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◆･「資産買入等の基金運営基本要領」の一部改正等に関する件･･　･
（1月21・22日)

　本委員会は、平成25年1月21・22日の金融政策決定会合において、強力に金融

緩和を推進する観点から、下記の諸措置を講ずることを決定した。

記

1．「資産買入等の基金運営基本要領」（平成22年10月28日決定）注1）を別紙1. の
とおり一部改正すること。

2．「資産買入等の基金の運営として行う国債等買入基本要領」（平成22年10月28
日決定）注2）を別紙2. のとおり一部改正すること。

3．「資産買入等の基金の運営として行うコマーシャル・ペーパーおよび社債等

買入基本要領」（平成22年10月28日決定）注3）を別紙3. のとおり一部改正する

こと。

4．「資産買入等の基金の運営として行う共通担保資金供給オペレーション基本

要領」（平成22年10月28日決定）注4）を別紙4. のとおり一部改正すること。

　

注1 ）　「資産買入等の基金運営基本要領」の全文については、インターネット・ホーム

ページをご参照ください。

注2 ）　「資産買入等の基金の運営として行う国債等買入基本要領」の全文については、イ

ンターネット・ホームページをご参照ください。

注3 ）　「資産買入等の基金の運営として行うコマーシャル・ペーパーおよび社債等買入基

本要領」の全文については、インターネット・ホームページをご参照ください。

注4 ）　「資産買入等の基金の運営として行う共通担保資金供給オペレーション基本要領」

の全文については、インターネット・ホームページをご参照ください。
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5．「資産買入等の基金の運営として行う指数連動型上場投資信託受益権等買入

等基本要領」（平成22年11月5日決定）注5）を別紙5. のとおり一部改正すること。

6．｢日本銀行業務方法書｣（平成10年3月24日決定）注6）を別紙6. のとおり一部変

更すること。

　

注5 ）　「資産買入等の基金の運営として行う指数連動型上場投資信託受益権等買入等基本

要領」の全文については、インターネット・ホームページをご参照ください。

注6 ）　「日本銀行業務方法書」の全文については、インターネット・ホームページをご参

照ください。
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◆･「デフレ脱却と持続的な経済成長の実現のための政府・日本銀
行の政策連携について（共同声明）」に関する件（1月21・22日)

　本委員会は、平成25年1月21・22日の金融政策決定会合において、デフレ脱却

と持続的な経済成長の実現のための政府・日本銀行の政策連携について別紙の

とおり決定し、公表することを決定した。
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◆･金融政策決定会合の議事要旨（2012年12月19・20日開催分）
に関する件（1月21・22日）

　本委員会は、平成25年1月21・22日の金融政策決定会合において、金融政策決

定会合の議事要旨（2012年12月19・20日開催分）注7）を承認した。

　

注7 ）　インターネット・ホームページをご参照ください（1月25日公表）。
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（２）通常会合関係

◆･「事務職員・技術職員・庶務職員・特別嘱託及びシニアスタッフ
の給与支給額、支給割合等」の一部改正に関する件（12月25日）

　本委員会は、平成24年12月25日、「事務職員・技術職員・庶務職員・特別嘱託

及びシニアスタッフの給与支給額、支給割合等」の一部改正について、下記の

とおり決定した。

記

　「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」（平成24年
法律第78号）が平成25年4月1日から施行されることを踏まえ、シニアスタッフ

の適切な雇用条件を確保する観点から、「事務職員・技術職員・庶務職員・特 

別嘱託及びシニアスタッフの給与支給額、支給割合等」（平成10年9月21日決 

定）注8）を別紙のとおり一部改正し、従業員組合との協議を整えたうえで、平成

25年4月1日から実施すること注9）。

　

注8 ）　「事務職員・技術職員・庶務職員・特別嘱託及びシニアスタッフの給与支給額、支

給割合等」の全文については、インターネット・ホームページをご参照ください。

注9 ）　本件は、本委員会で平成24年12月中に決定したものですが、従業員組合との協議成

立を待って公表する扱いとしました（2月22日協議成立）。
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◆･「対政府取引における非常時の一時貸付けに関する特則」の制
定等に関する件（1月25日)

　本委員会は、平成25年1月25日、「対政府取引における非常時の一時貸付けに

関する特則」の制定等に関して、下記のとおり決定した。

記

1．日本銀行法（平成9年法律第89号）第34条第2号に基づき、非常時に政府から

の要請を受けて行う一時貸付けについて、その適切な実施を確保する観点か

ら、「対政府取引における非常時の一時貸付けに関する特則」を別紙のとおり

制定すること。

2．「対政府取引における非常時の一時貸付けに関する特則」に基づく一時貸付

け（借換えを含む。以下同じ。）の実施および貸付期間その他一時貸付けを行

うために必要な事項の決定について、総裁が行う扱いとすること。
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◆･平成25年度中に償還期限の到来する本行保有国債の借換えの
ための引受けならびに平成24年度および平成25年度における
国債買入消却への対応に関する件（1月25日）

　本委員会は、平成25年1月25日、平成25年度中に償還期限の到来する本行保有

国債の借換えのための引受けならびに平成24年度および平成25年度における国

債買入消却への対応に関して、下記のとおり決定した。

記

1．平成25年度中に償還期限の到来する本行保有国債（以下「償還期限到来国

債」という。）の借換えのための引受け（以下｢借換引受け｣という。）にかかる

取扱いについて、「対政府取引に関する基本要領」（平成11年3月26日決定）注10）

2. の規定に基づき、次のとおり定めること。

　（1 ）償還期限到来国債（ただし、資産買入等の基金における買入残高分を除

く。以下同じ。）のうち、利付国債額面総額11兆7,000億円については、割

引短期国債をもって、借換引受けを行うこと。

　（2 ）償還期限到来国債のうち、「平成24年度中に償還期限の到来する本行保

有国債の借換えのための引受けならびに平成23年度および平成24年度にお

ける国債買入消却への対応に関する件」（平成23年12月22日決定）注11）1. に
基づき借換引受けを行った割引短期国債については、償還期限到来国債で

ある利付国債の額面総額が（1）に定める金額を下回ることになると認め

られる場合に限り、当該差額につき、割引短期国債をもって、借換引受け

を行うこと。

　

注10 ）　「対政府取引に関する基本要領」の全文については、インターネット・ホームペー

ジをご参照ください。

注11 ）　「平成24年度中に償還期限の到来する本行保有国債の借換えのための引受けならび

に平成23年度および平成24年度における国債買入消却への対応に関する件」の全文に

ついては、インターネット・ホームページをご参照ください。
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　（3）（2）の借換引受けの要否については、総裁が決定すること。

2．平成24年度中において財政投融資特別会計が行う買入消却に応じるための本

行保有国債の売却について、売却金額の上限を額面総額2,000億円から3,626億
円に増額することとし、「平成24年度において財政投融資特別会計が行う買入

消却に現金を対価として応じるための国債売却実施要領」（平成23年12月22日
決定）を別紙1のとおり一部改正すること。

3．平成25年度中に財政投融資特別会計が国債整理基金特別会計を通じて行う財

政投融資特別会計国債の買入消却において、本行保有国債に関し、次のとお

り取扱うこと。

　（1 ）本行保有国債額面総額2,000億円を上限に、現金を対価として買入消却

に応じ得る扱いとすること。

　（2 ）（1）の国債買入消却への対応方針に基づき、「平成25年度において財政

投融資特別会計が行う買入消却に現金を対価として応じるための国債売却

実施要領」を別紙2のとおり制定すること。
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◆･政策委員会月報（平成24年12月）に関する件（1月25日）

　本委員会は、平成25年1月25日、政策委員会月報（平成24年12月）を承認した。
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　2．報告事項

●�金融機関の業務運営動向とリスクの状況に関する定例報告
　（金融機構局）

●�最近の考査結果の概要（金融機構局）

●�オーバーサイトの基本方針の改訂案に関する意見募集の実施
　（決済機構局）注）

　　

注 ）　「「日本銀行による金融市場インフラに対するオーバーサイトの基本方針（案）」に関

する意見募集について」は、インターネット・ホームページをご参照ください（1月29
日公表）。
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